R6 大教組　専門部（事務職員部）
項目３
〇　行政職給料表2級及び3級の最高号給に多数の職員が滞留していることについては認識しているが、現時点において給与上の措置を講ずることは困難である。
〇　今後とも、国や他府県の動向、本府人事委員会の意見、本庁の財政状況等を踏まえながら適切な対応に努めてまいる。
項目４
※二重下線部（網掛け部分）のみ回答
〇　学校事務職員を含む教職員の給与・処遇については、これまでも国の制度を基準として、その改善に努めてきたところ。
〇　今後とも、国や他府県の動向、本府人事委員会の意見、本府の財政状況等を踏まえながら適切な対応に努めてまいる。
項目６
〇　学校事務職員については、「事務をつかさどる」ものとされており、法令や国の動向を踏まえ、適切に配置しているところ。
〇　また、平成11年度から事務処理の効率化に関する特別な研究が行われている場合、また、平成13年度からきめ細かな学習指導や教育の情報化の支援等のための事務部門の強化対応には、国による定数措置が行われており、本府においても、こうした取り組みに対して、実践的な研究を円滑に行えるよう、人事上の措置を講じているところ。
〇　なお、共同学校事務室については、市町村立学校においては市町村教育委員会が設置するところ。
〇　学校事務職員の兼務については、平成14年度から、必要に応じ複数校での兼務発令が行えるよう条件整備を行い、さらに、平成19年度には、兼務発令が行いやすいよう事務手続きを改善したところ。
項目９
〇　学校事務職員の副主査選考については、任命権者間の均衡を考慮し、実施しているところ。
項目１２
※網掛け部分に回答
〇　学校事務職員については、義務標準法による定数を基礎として、配置している。
〇　要保護・準要保護の児童・生徒が多数在籍している学校に対して、国定数の範囲内で事務職員を複数配置しているところ。
〇　今後とも、学校事務職員定数の確保に努めるとともに、適正な定数管理に努め、適正な勤務労働条件の確保に向けて取り組んでまいる。
項目１３
〇　新規採用数は、児童・生徒数や教職員の退職者数、国の定数改善計画等の動向を踏まえつつ、職員が有する経験や指導方法の円滑な伝承、学校運営体制の維持等のためのバランスのとれた年齢構成等に配慮しながら、毎年度決定している。
〇　なお、合格者数については、筆答考査、面接考査等の結果を総合的に判定して決定している。
〇　今後とも、可能な限り新規採用者を確保するとともに、代替者の速やかな任用に努めてまいる。
項目１４
〇　職場環境の整備に係る合理的配慮に関しては、障がい者である職員の方からの職業生活に関する相談及び合理的配慮の申出等の相談窓口となる障がい者職業生活相談員を選任し、「大阪府教育委員会における障がい者である職員の活躍推進計画」を策定したところ。同計画に基づき、障がい者の活躍を推進するための環境整備を進めてまいる。
〇　障害者の雇用の促進等に関する法律等の趣旨を踏まえ、今後とも適切に対応してまいる。
項目１９③
※下線部のみ回答
〇　令和6年度の人事委員会勧告にかかる再任用職員の給料月額の取扱いについては、勧告どおり令和6年4月1日に遡及して引き上げることとしたい。
　　また、再任用職員について、令和7年4月1日から住居手当を支給することとしたい。
〇　再任用職員の給料月額及び扶養手当の支給については、国の基準や人事委員会勧告に基づき条例で定めており、要求にお答えすることは困難である。
※網掛け部分に回答
〇　指導的役割を担う職員が減少傾向にある一方、経験年数の浅い職員が増加していることや、退職職員の有する業務ノウハウ等の現役世代への継承など、人員構成の変化に即した対応が必要であり、主査級以上の定年退職予定者の従前の勤務実績等について選考を行い、副主査の適性を有する一定数を副主査として任用するもの。
〇　今後とも、職員の任用に当たっては、関係法令に基づき、適切に行ってまいる。
項目２１
〇　前倒し任用については、令和6年度より、小中学校では学校事務職員にも対象職種を拡大しており、今後も国の動向も踏まえて取組みを進めてまいる。
項目２４
〇　育児短時間勤務制度については、今後とも適切な対応が行われるよう、市町村教育委員会を指導してまいる。
〇　なお、代替措置については、原則、短時間勤務職員の勤務時間と正規の勤務時間との差に相当する非常勤職員により対応している。
項目２８④
〇　府教育センターでは、事務職員研修の従事を図るため、実施の研修や主幹会等から学校現場の状況、業務における成果と課題、研修等のニーズの把握に努め、研修を企画・運営しているところ。
項目３２
※網掛け部部に回答
〇　学校事務職員の具体的な職務内容については、服務監督権者である市町村教育委員会が実情に応じて標準的な職務内容を定めていると認識している。
〇　また、機能的な学校運営が行われるよう、今後も市町村教育委員会の指導助言を行ってまいる。
項目３３
〇　学校総務サービス課が行う研修日程については、給与事務日程等に配慮して決定している。
　また、大阪府教育センターとも日程等を共有している。
項目３②④
〇　生徒の教育活動の裏付けとなる教職員旅費は、従来から教育予算と位置づけし、一定の予算措置がなされてきたところ。
〇　また、各校の計画額をもとに必要額を確保し、予算配当してきたところ。
〇　府の財政は依然厳しい状況にあるが、経済社会情勢等も鑑みて、今後とも引き続き、生徒の安全管理や学校運営に支障をきたさないよう、財源の確保に努めてまいる。
〇　旅費執行計画調査については、限りある予算の有効活用及び次年度の予算確保に必要となるものであるため、ご理解いただきたい。
〇　国においては、令和6年5月に「国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、令和7年4月から施行されることとなっている。府においても、旅費条例の改正が行われる予定となっており、教育庁においても、条例に基づき対応してまいりたい。
項目３４⑤
〇　学校行事の付添に必要な入場料などについては、限られた予算の範囲内で必要額を各学校に措置している。
〇　厳しい財政状況の中ではあるが、今後とも学校運営に支障が生じないよう、必要な予算額の確保に努めてまいりたい。
項目３５①
〇　特別支援教育就学奨励費は、「特別支援学校への就学奨励に関する法理」等に基づいて、支援学校等に就学する幼児児童生徒の保護者等の経済的な負担を軽減し就学を奨励するため、家庭の経済状況等に応じて、保護者等が負担する就学のために必要な諸経費を支給することを目的としているものである。
〇　保護者等が購入する学用品の内容や金額は幼児児童生徒毎に様々な状況であることから、現行制度においては、保護者等が実際に負担した経費に基づき特別支援教育就学奨励費の支給額を算定する方法が、最も適切かつ保護者等の負担実態に応じた支給方法であると考える。
〇　一方、特別支援教育就学奨励金費の支給に係る事務負担の軽減等の観点から、学用品・通学用品購入費については、限度額の範囲内で支給する現行の制度ではなく、国において合理的に算定された全国統一的な支給額（定額）を設定し、定額支給の制度設計を図るよう、他の都道府県と連携しながら、国に対して要望しているところであり、引き続き、保護者等及び学校にとって、より良い制度となるよう国に対して働きかけてまいる。
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